
第８５号議案 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和５年１２月１１日提出 

                      芦屋市長 髙 島  崚 輔 

提案理由 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による国民健康保険法施

行令等の一部改正に伴い、出産した被保険者等に係る国民健康保険料を減額するため、

この条例を制定しようとするもの。
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芦屋市条例第  号 

芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

芦屋市国民健康保険条例（昭和３８年芦屋市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と 

いう。）については、次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第９条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１

項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以

外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第１７条、第

１７条の３及び第１７条の４の規定により基礎賦課額を減額するも

のとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）の総

額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額

から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。ただし、当該年度の前年度の決算見込みにおいて剰余金

を生ずる場合には、当該剰余金見込額（芦屋市国民健康保険事業特

別会計基金条例（昭和５９年芦屋市条例第１１号。以下「特別会計

基金条例」という。）第２条第１号の規定による積立金を除く。）を

控除するものとし、不足額を生ずる場合には、当該不足見込額を加

第９条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１

項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以

外の被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第１７条及び

第１７条の３の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合に

あつては、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただ

し、当該年度の前年度の決算見込みにおいて剰余金を生ずる場合に

は、当該剰余金見込額（芦屋市国民健康保険事業特別会計基金条例

（昭和５９年芦屋市条例第１１号。以下「特別会計基金条例」とい

う。）第２条第１号の規定による積立金を除く。）を控除するものと

し、不足額を生ずる場合には、当該不足見込額を加算するものとす
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改正後 改正前 

算するものとする。 る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項、第７２

条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰

入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等

の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の

額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１

項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項及び第７

２条の３の２第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険

給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用

に係るものに限る。）を除く。）の額 

２ （略） ２ （略） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１３条の６の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高

齢者支援金等賦課額（第１７条、第１７条の３及び第１７条の４の

規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合に

あつては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後期

高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額

から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

第１３条の６の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高

齢者支援金等賦課額（第１７条及び第１７条の３の規定により後期

高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあつては、その

減額することになる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９
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改正後 改正前 

条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項、

第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定に

よる繰入金を除く。）の額 

条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項及

び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１３条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１７条及

び第１７条の４の規定により介護納付金賦課額を減額するものとし

た場合にあつては、その減額することになる額を含む。）の総額（以

下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額

から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した

額とする。 

第１３条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第１７条の

規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあつて

は、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲

げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 (2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア （略） ア （略） 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９

条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項及

び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９

条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項の

規定による繰入金を除く。）の額 

 （賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動

等があつた場合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動

等があつた場合） 

第１６条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課

被保険者でなくなつた、若しくは令第２９条の７の２第２項に規定

する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)と

なつた場合における当該納付義務者に係る第１０条、第１３条の２、

第１６条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、又は１世帯に属する被保険

者が介護納付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保

険者でなくなつた、若しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の

２第２項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者

等」という。)となつた場合における当該納付義務者に係る第１０条、
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改正後 改正前 

第１３条の６の３若しくは第１３条の６の６の額(被保険者数が増

加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することによ

り被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等とな

つた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)

若しくは第１３条の８の額又は第１７条第１項各号（同条第４項又

は第５項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に定める額、第１７条の３第１項（同条第３項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める第

１３条若しくは第１３条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険

料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第１７条の３第４項第

１号（同条第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額、第１７条の４第１項各号（同条第２

項又は第３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額若しくは同条第４項各号（同条第５項又は

第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又

は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第６条第１号から第８

号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少し

た場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、

その前日とする。)若しくは１世帯に属する被保険者が介護納付金賦

課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなつた

日若しくは特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割を

もつて行う。 

第１３条の２、第１３条の６の３若しくは第１３条の６の６の額(被

保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当

することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被

保険者等となつた場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割

額を除く。)又は第１３条の８の額又は第１７条第１項各号に定める

額若しくは同条第４項若しくは第５項の規定により読み替えて準用

する同条第１項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務

が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第６条第１

号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者

数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であると

きに限り、その前日とする。)又は１世帯に属する被保険者が介護納

付金賦課被保険者となつた若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なつた日又は特例対象被保険者等となつた日の属する月から、月割

をもつて行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付

義務者に係る第１０条、第１３条の２、第１３条の６の３若しくは

第１３条の６の６の額若しくは第１３条の８の額又は第１７条第１

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付

義務者に係る第１０条、第１３条の２、第１３条の６の３若しくは

第１３条の６の６の額又は第１３条の８の額又は第１７条第１項各
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改正後 改正前 

項各号に定める額、第１７条の３第１項に定める第１３条若しくは

第１３条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ

１０分の５を乗じて得た額、第１７条の３第４項第１号に定める額、

第１７条の４第１項各号に定める額若しくは同条第４項各号に定め

る額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第６条第１号から第８

号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した

場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、そ

の前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもつて行う。 

号に定める額若しくは同条第４項若しくは第５項の規定により読み

替えて準用する同条第１項各号に定める額の算定は、その納付義務

が消滅した日(法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに

該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅

した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月

の前月まで、月割をもつて行う。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１７条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額は、第１３条又は第１３条の５の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１０分

の５を乗じて得た額(１円未満の端数があるときは、切り上げを行つ

た後の額とする。)を控除して得た額とする(第４項に掲げる場合を

除く。)。 

第１７条の３ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の

被保険者均等割額は、第１３条又は第１３条の５の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、１０分

の５を乗じて得た額(１円未満の端数があるときは、切り上げを行つ

た後の額とする。)を控除して得た額とする(第４項に掲げる場合を

除く。)。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 当該年度において、第１７条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当

該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、

第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。

４ 当該年度において、第１７条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当

該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、

第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第１３条又は第１３条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料率から、当該保険料率に第１７条第１項各号に規定する場

合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(１

円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)

(1) 第１３条又は第１３条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の

保険料額から、当該保険料額に第１７条第１項各号に規定する場

合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(１

円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。)
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改正後 改正前 

を控除して得た額 を控除して得た額 

(2) （略） (2) （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第１７条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（令第２９条

の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）があ

る場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課

額のうち基礎賦課額は、第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第

１３条の６に規定する額を超える場合には、当該額）とする（第４

項に掲げる場合を除く。）。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年

度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分

の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民

健康保険法施行規則第３２条の１０の２で定める場合には、出産

の日。第２１条の４第１項及び第２項において同じ。）の属する

月（以下この号において「出産予定月」という。）の前月（多胎

妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額（１円未満の端数があるときは、切り上げを行つた後

の額とする。） 

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額（１円未満の端数がある

ときは、切り上げを行つた後の額とする。） 
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改正後 改正前 

２ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは

「第１３条の６の３又は第１３条の６の６」と、「第１３条の６」と

あるのは「第１３条の６の１０」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下同

じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者

である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１０条又は第１３条

の２」とあるのは「第１３条の８」と、「第１３条の６」とあるのは

「第１３条の１１」と読み替えるものとする。 

４ 当該年度において、第１７条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合におけ

る当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎

賦課額は、当該減額後の第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額か

ら、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が第

１３条の６に規定する額を超える場合には、当該額）とする。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年

度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分

の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額（１円未満の端数があ

るときは、切り上げを行つた後の額とする。） 

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、

当該保険料率に第１７条第１項各号に規定する場合に応じてそ

れぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（１円未満の端
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改正後 改正前 

数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。）を控除して

得た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額（１円

未満の端数があるときは、切り上げを行つた後の額とする。） 

５ 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用す

る。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高

齢者支援金等賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは

 「第１３条の６の３又は第１３条の６の６」と、「第１３条の６」

とあるのは「第１３条の６の１０」と読み替えるものとする。 

６ 第４項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第４項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保

険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項におい

て同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、

「第１０条又は第１３条の２」とあるのは「第１３条の８」と、「第

１３条の６」とあるのは「第１３条の１１」と読み替えるものとす

る。 

（出産被保険者に関する届出） 

第２１条の４ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事

項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名、住所、生年月日及び個人番号 

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

(3) 出産の予定日 

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類 
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改正後 改正前 

(2) 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることがで

きる書類 

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産

した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにする

ことができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月

前から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第１

項各号に掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかに

すべき事項を確認することができるときは、第１項の規定による届

出を省略させることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１７条の４の規定は、令和５年度分の保険料のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和

６年度以後の年度分の保険料について適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の期間に係るもの及び令和４

年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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参 照 

芦屋市国民健康保険条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による国民健康保険

法施行令等の一部改正に伴い、出産した被保険者等に係る国民健康保険料を減額す

るため、この条例を制定しようとするもの。

２ 改正の内容 

(1) 出産に係る国民健康保険料の減額の規定を次のとおり新たに設ける。 

（第１７条の４関係） 

ア 当該年度において、世帯に出産被保険者（出産する予定の被保険者又は出産

した被保険者をいう。以下同じ。）がある場合に、世帯主に対して課する保険料

の基礎賦課額は、次の(ｱ)と(ｲ)の合算額を減額して得た額とする。 

 （ただし、減額後の額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額とする。） 

(ｱ) 出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額 

の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額に、産前産 

後期間（※１）のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(ｲ) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１２分の１を乗じ   

て得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

イ 当該年度において、低所得者の保険料の減額基準により保険料を減額される

世帯に出産被保険者がある場合に、世帯主に対して課する保険料の基礎賦課額

は、次の(ｱ)と(ｲ)の合算額を減額して得た額とする。 

 （ただし、減額後の額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額とする。） 

(ｱ) ア(ｱ)に同じ。 

(ｲ) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、保険料率に低
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所得者の減額割合（減額基準に応じ１０分の７、１０分の５又は１０分の２）

を乗じて得た額を控除して得た額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産

被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

※１ 産前産後期間とは、出産予定日又は出産の日（以下「出産予定日」と

いう。）の前月から出産予定日の翌々月までの期間（４月間）をいう。た

だし、多胎妊娠の場合は、出産予定日の３月前から出産予定日の翌々月ま

での期間（６月間）とする。 

   ※２ ア(ｱ)及び(ｲ)並びにイ(ｱ)及び(ｲ)において、１円未満の端数を生じた

場合はその端数を切り上げる。    

ウ ア及びイの規定は、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額（介護

納付金賦課被保険者である者に限る。）の減額について準用する。 

(2) (1)に伴い、出産被保険者に関する届出に係る規定を次のとおり設ける。 

（第２１条の４関係） 

  ア 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市

長に提出しなければならない。 

(ｱ)  氏名、住所、生年月日及び個人番号 

(ｲ) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

(ｳ) 出産予定日 

(ｴ) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

  イ アの届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(ｱ)  出産予定日を明らかにすることができる書類 

(ｲ) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類 

(ｳ) 出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と出産に係る子との身分関

係を明らかにすることができる書類 

  ウ アの届出は、出産予定日の６月前から行うことができる。 

エ アに関わらず、市長が出産被保険者について、アの事項及びイの書類におい

て明らかにすべき事項を確認することができるときは、届出を省略させること

ができる。 
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(3) 基礎賦課総額、後期高齢者支援金等賦課総額及び介護納付金賦課総額の算定に

ついて（第９条の３、第１３条の６の２及び第１３条の７関係) 

ア 基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に含まれる減

額の額を定めた規定に、出産に係る被保険者等の保険料の減額の額を加える。 

イ 控除の対象から除かれる繰入金を定めた規定に、出産に係る被保険者等の保

険料の減額に係る繰入金を加える。 

(4) その他規定の整理 

３ 施行期日等 

(1) 令和６年１月１日 

(2) 改正後の出産被保険者の保険料の減額に係る規定は、令和５年度分の保険料の 

うち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の期間に係るも

の及び令和４年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

85-13



第８５号議案説明資料 

出産した被保険者等に係る国民健康保険料の減額

１ 減額の内容 

医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分保険料の所得割額、均等割額に１２分の１を乗じ

て得た額に、産前産後の期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額を減額するもの。 

２ 対象となる産前産後の期間 

  単胎の場合 出産（予定）日の前月から出産（予定）日の翌々月までの４か月間 

  多胎の場合 出産（予定）日の３か月前から出産（予定）日の翌々月までの６か月間 

    ※ただし、令和６年１月１日以後の期間 

３ 令和５年度保険料の減額の例 

【条件】令和４年給与収入３００万円（給与所得２０２万円、基礎控除後の総所得金額等１５９万円）

令和６年２月１日出産予定日（上記②のケース：令和５年度分の対象月は３か月） 

 所得割 均等割 合計 

医療給付費分 

減額前の額 124,020 33,720 157,740 

減額される額 
124,020×1/12×3か月

＝31,005 

33,720×1/12×3か月

＝8,430 
39,435 

減額後の額 93,015 25,290 118,300(※) 

後期高齢者 

支援金等分 

減額前の額 49,290 11,640 60,930 

減額される額 
49,290×1/12×3か月 

＝12,323（※） 

11,640×1/12×3か月

＝2,910 
15,233 

減額後の額 36,967 8,730 45,690(※) 

介護納付金分 

(40～64歳) 

減額前の額 47,700 13,200 60,900 

減額される額 
47,700×1/12×3か月 

＝11,925 

13,200×1/12×3か月

＝3,300 
15,225 

減額後の額 35,775 9,900 45,670(※) 

※ 「減額される額」の1円未満の端数は、切り上げとし、「減額後の額」の10円未満の端数は、切り捨てる。
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